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令和２年度木津川市決算に係る健全化判断比率審査意見書 

 

 

 

第１．審査の対象 

 （１）令和２年度 健全化判断比率 

   ・ 実質赤字比率 

   ・ 連結実質赤字比率 

   ・ 実質公債費比率 

   ・ 将来負担比率 

 （２）（１）の算定の基礎となる書類 

 

 

第２．審査の期日 

   令和３年７月１９日から令和３年８月６日まで 

 

 

第３．審査の方法 

   この財政健全化審査は、市長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎

となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

 

 

第４．審査の結果 

   審査に付された健全化判断比率は適正に算定されており、その算定の基礎となる

事項を記載した書類は、審査した範囲において、いずれも適正に作成されているも

のと認められる。 

   審査の概要及び意見は、次のとおりである。 

 

 

  【標記に関する注意事項】 

   数値は、地方財政状況調査等に基づき作成されたものであり、各会計決算額等と一致しない場合が

ある。 
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１．健全化判断比率 

健全化判断比率の状況は、次のとおりである。 

（単位：％） 

区  分 令和２年度 早期健全化基準 令和元年度 

実 質 赤 字 比 率     ― １２.５９     ― 

連結実質赤字比率     ― １７.５９     ― 

実質公債費比率 

（３か年平均） 
 ９.０ ２５.０  ９.１ 

将 来 負 担 比 率 ２０.３ ３５０.０ ３０.０ 

※実質収支又は連結実質収支が黒字である場合は、「実質赤字比率（％）」又は「連結実質赤字比率（％）」

は負の値となり「－」で表示される。 

 

（１）実質赤字比率 

 地方公共団体の最も主要な会計である「一般会計」等に生じている赤字の大きさを、

その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものである。 

 本市の令和２年度決算における実質収支額は、５億４，３９８万６千円の黒字とな

っており、比率は負の値となり「－」で表示される。 

 
                                    （単位：千円・％） 

             一般会計等の実質赤字額    △５４３，９８６ 

  実質赤字比率 ＝  

             標 準 財 政 規 模  １８，０８８，８２３ 

 

会  計  名 実質収支額 

一
般
会
計
等 

一般会計 ４７８，９７９ 

一般会計等に 

属する特別会計 

旧木津町準財産区特別会計 ６５，００７ 

― ― 

小 計  ５４３，９８６ 

標 準 財 政 規 模  １８，０８８，８２３ 

 実質赤字比率（％） △３.００ 
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（２）連結実質赤字比率 

  公営企業を含む「地方公共団体の全会計」に生じている赤字の大きさを、財政規模

に対する割合で表したものである。 

  本市の令和２年度決算における連結実質収支額は、３６億９，１４５万円の黒字と

なっており、比率は負の値となり「－」で表示される。 

 

                                     （単位：千円・％） 

               連結実質赤字額  △３，６９１，４５０ 

  連結実質赤字比率 ＝  

               標 準 財 政 規 模  １８，０８８，８２３ 
 

会  計  名 実質収支額 

公
営
企
業
に
係
る
特

別
会
計
以
外
の
会
計 

一般会計等以外の

特別会計のうち 

国民健康保険特別会計 １４６，４８７ 

介護保険特別会計 ９４，５９９ 

後期高齢者医療特別会計 ８，８４６ 

 

会  計  名 資金不足・剰余額 

法
適
用 

企
業 

宅地造成事業以外 
水道事業会計 ２，８２１，３３６ 

公共下水道事業会計 ７６，１９６ 

宅地造成事業 ― ― 

 

会  計  名 資金不足・剰余額 

法
非
適
用

企
業 

宅地造成事業以外 ― ― 

宅地造成事業 ― ― 

 

合 計 ３，６９１，４５０ 

標 準 財 政 規 模 １８，０８８，８２３ 

連結実質赤字比率（％） △２０．４０ 
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（３）実質公債費比率 

  地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、その地方公共団

体の財政規模に対する割合（平成３０年度から令和２年度の３か年平均）で表したも

のである。 

  本市の令和２年度決算における実質公債費比率は９.０％となり、早期健全化基準の

２５.０％と比較すると、当該数値を下回っており、前年度と比べ、０.１ポイント改

善している。なお、単年度については、９.０％となり、前年度（９.３％）より０.３

ポイント改善した。 

  実質公債費比率の単年度比率では、分子となる令和元年度に償還終了となった市債

の償還額を令和２年度に償還開始となった償還額が上回ったが、分母となる標準財政

規模も標準税収入額等の増加により、やや比率は改善した。また、３か年平均では、

前年度の算出対象であった平成２９年度の比率より令和２年度の比率が下がったこと

で改善に至ったものである。 

（主な改善要因） 

①公共下水道事業にかかる準元利償還金算入額が減少したことによる。 

②標準税収入額等の増加などにより標準財政規模が増加したことによる。 

（主な悪化要因） 

①平成２７、２８年度同意 クリーンセンター整備事業にかかる合併推進事業債の

元金償還開始により地方債償還額が増加したことによる。 

②平成２９年度同意の老人福祉センター改修事業他５事業にかかる緊急防災・減災

事業債の元金償還開始により地方債償還額が増加したことによる。 
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                                （単位：千円） 

  

                             － 

 

平成３０年度（ 2,744,079  ＋  2,348,985 ）  －  （ 1,359,224  ＋  2,424,541 ） 

令和元年度（ 2,841,812  ＋  1,284,993 ）  －  （   321,198  ＋  2,436,525 ） 

令和２年度（ 2,949,201 ＋  1,236,488 ）  －  （   369,239 ＋ 2,401,911 ） 

 

標準財政規模（ う ち 臨 時 財 政 対 策 債 発 行 可 能 額 ）  －   

 

平成３０年度     17,117,064 （ 1,046,273 ）       －    2,424,541 

令和元年度     17,209,463 （   881,561 ）       －    2,436,525 

令和２年度     18,088,823 （   873,168 ）       －    2,401,911 

 

 

   実質公債費比率  平成３０年度  8.91133 

＝  （ 単年度 ）  令和元年度  9.26750 

            令和２年度  9.01732 

 

  実質公債費比率  （単位：％） 

（３か年平均）  ９.０ 

 

地 方 債 の 

元利償還金 
＋準元利償還金     特定財源＋ 

 

元利償還金・準元利 

償還金に係る基準財 

政需要額算入額 

元利償還金・準元利償還金に
係る基準財政需要額算入額 
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（４）将来負担比率 

  地方公共団体の借入金（地方債）など将来負担すべき実質的な負債の大きさを、そ

の地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものである。 

  本市の令和２年度決算における将来負担比率は２０.３％となり、早期健全化基準の

３５０.０％と比較すると、当該数値を下回っており、前年度（３０.０％）と比べ、

９.７ポイント改善している。 

  将来負担比率については、公営企業債残高の減少や関公費の定期償還の進行によっ

て、債務負担行為に基づく支出予定額が減少したこと、充当可能基金が増加したこと

に加え、標準財政規模が増加したことにより改善するに至ったものである。 

 

（主な改善要因） 

①下水道事業における公営企業債残高の減少等による公営企業債等繰入見込額が減

少したことによる。 

②総合高齢者福祉施設建設資金借入償還金補助終了及び関公費立替金の償還進行に

よる債務負担行為に基づく支出予定額が減少したことによる。 

③標準税収入額等の増加などにより標準財政規模が増額したことによる。 

 
 
 

（単位：千円） 

 

 

＋         ＋             ＋      ＋    － 

 

 

32,249,194 ＋ 2,185,792  ＋  3,093,515  ＋ 8,175,806  ＋    0   －  42,510,585 

 

 

標準財政規模（うち臨時財政対策債発行可能額） －  

 

      18,088,823（         873,168 ）    －      2,401,911 

 

（単位：％） 

＝ 将来負担比率  ２０.３  

地方債現在高 

（普通会計が 

実質的に負担 

するもの） 

退職手当支給

予定額のうち

普通会計の負

担見込額 

債務負担行為

（五省協定や

依頼土地の買

戻しに係るも

の等）に基づ

く支出予定額 

公営企業債の繰

入見込額や一部

事務組合の起債

償還に係る普通

会計の負担見込

額等 

連結実質 

赤字額 

充当可能基金額、

地方債現在高等

に係る交付税算

入見込額等 

元利償還金・準元利償還金に
係る基準財政需要額算入額 
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２．令和元年度決算数値における他の都市との比較 

 ４指標のうち実質公債費比率と将来負担比率について、近畿地方における人口及び標

準財政規模が近似する他の都市と本市の数値をグラフで表すと次のとおりとなる。 

 

府県 市 人口
標準財政規模

（千円）
実質赤字比率

（％）
連結実質赤字比

率（％）
実質公債費比率

（％）
将来負担比率

（％）
備考

京 都 府 木津川市   79,038 ― ―         9.0        20.3 令和２年度データ

京 都 府 木津川市    78,223    17,209,463 ― ―           9.1          30.0 令和元年度データ

京 都 府 京田辺市    70,269    14,886,120 ― ―           1.6  － 令和元年度データ

京 都 府 城 陽 市    76,039    15,388,779 ― ―           9.1         107.2 令和元年度データ

京 都 府 八 幡 市    70,969    15,105,906 ― ―           1.9  － 令和元年度データ

京 都 府 長岡京市    81,075    16,678,635 ― ―           0.9           8.1 令和元年度データ

滋 賀 県 近江八幡市    82,092    18,289,641 ― ―           2.3  － 令和元年度データ

滋 賀 県 守 山 市    83,725    16,595,216 ― ―           3.9  － 令和元年度データ

大 阪 府 交 野 市    77,632    14,549,262 ― ―           9.4          86.7 令和元年度データ

大 阪 府 泉大津市    74,605    16,699,454 ― ―          10.4          47.9 令和元年度データ

奈 良 県 大和高田市    64,580    14,710,624 ― ―           8.8          43.7 令和元年度データ

奈 良 県 香 芝 市    79,272    15,092,282 ― ―          15.2          86.5 令和元年度データ

※令和２年度木津川市データにおける人口は、令和２年１２月末日木津川市人口による。

※木津川市を含む令和元年度データについては、令和元年度市町村決算カードによる。

 
※令和２年度木津川市データにおける人口は、令和２年１２月末日木津川市人口による。 

※木津川市を含む令和元年度データについては、令和元年度総務省市町村決算カードによる。 
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３．審査意見 

 令和２年度決算に基づく健全化判断比率は、実質公債費比率及び将来負担比率は前年

度と比べて改善された。また、一般会計や連結対象となる各会計に赤字が発生していな

いことから、実質赤字比率、連結実質赤字比率ともに算定されない結果となった。しか

しながら、今後も大きな公債費負担、将来負担の発生が見込まれており、また、一般会

計においては前年度に比べて地方債残高が減少したものの新たな増となる要因があるこ

とから、引き続き注意する必要がある。 

 あわせて、平成２８年度から普通交付税の合併算定替特例措置の逓減が始まり、令和

２年度限りで同特例措置が終了したことから、これらの負担はますます重くなることに

加え、新型コロナウイルス感染症に起因する税収等の一般財源収入の減少も予想される

ため、先行きは楽観できない状況にある。 

 このような状況を考えると、市民に対して財政状況を積極的に公表しつつ、財源の確

保のために、公平性の担保において重要である市税等の債権について、関係法令に基づ

き、適切な管理と徴収の徹底を図ることが不可欠である。また、適正な基金の積立を行

うとともに、「公共施設等総合管理計画」に基づき、施設の長寿命化及び施設総量の適正

化によるコスト削減を図るなど、将来世代の負担を軽減するためにも、インフラ整備の

見直しが求められている。 

 また、限られた財源の適切な配分の下、住民サービスの維持に努力しつつも、全ての

事務事業について経費節減を行い、社会情勢及び費用対効果を十分考慮しながら、更な

る行財政改革に努められたい。 
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令和２年度木津川市決算に係る資金不足比率審査意見書 

 

 

 

第１．審査の対象 

 （１）令和２年度 資金不足比率 

   対象となる会計 

   ・水道事業会計 

   ・公共下水道事業会計 

 （２）（１）の算定の基礎となる書類 

 

 

第２．審査の期日 

   令和３年７月１９日から令和３年８月６日まで 

 

 

第３．審査の方法 

   この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎と

なる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

 

 

第４．審査の結果 

   審査に付された資金不足比率は適正に算定されており、その算定の基礎となる事

項を記載した書類は、審査した範囲において、いずれも適正に作成されているもの

と認められる。 

   審査の概要及び意見は、次のとおりである。 

 

 

 

 

  【標記に関する注意事項】 

   数値は、地方財政状況調査等に基づき作成されたものであり、各会計決算額等と一致しない場合が

ある。 
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１．資金不足比率 

 資金不足比率は、公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模

と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すものである。 

 資金不足比率の状況は、次のとおりである。 

 

       （単位：％） 

 会  計  名 令和 ２ 年度 経営健全化基準 令和 元 年度 

法
適
用 

水 道 事 業 会 計 ― 

２０．０ 

― 

公 共 下 水 道 事 業 会 計 ― ― 

※資金不足額がない場合は、「資金不足比率（％）」は「－」で表示される。 

 

（１）水道事業会計 

  令和２年度決算においては、資金不足額がないため「―」で表示される。 

 

（単位：千円） 

資金の不足額 ※資金余剰の場合は、負の値となる。 

△2,821,336 

 

事業の規模 

1,230,860 

 

（単位：％） 

＝ 資金不足比率      ―   

 

（２）公共下水道事業会計 

  令和２年度決算においては、資金不足額がないため「―」で表示される。 

 

（単位：千円） 

資金の不足額 ※資金余剰の場合は、負の値となる。 

△ 76,196 

 

事業の規模 

903,486 

 

（単位：％） 

＝ 資金不足比率      ―   
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２．審査意見 

 

 水道事業会計 

  資金不足額はなく、資金不足比率は発生していない。 

  水道事業会計は、毎年度、財政調整基金からの繰入れを行っていたが、令和元年度

には、資産整理に着手するなどの業務改善を実施したことから、令和２年度も財政調

整基金に頼らない黒字経営となっている。 

  公営企業は、必要な経費を自身の料金収入によって賄わなければならない独立採算

の原則がある。 

  水道事業の健全性と安定性を追求し、有収水量率の向上とさらなるコスト削減に取

り組み、事業目的である安心で安全な水を安定供給できるように、今後も引き続き経

営基盤の強化に努められたい。 

 

 

 公共下水道事業会計 

  資金不足額はなく、資金不足比率は発生していない。 

  公共下水道事業会計は、多額の企業債借入や一般会計からの繰入金に依存する財務

体質となっており、今後も厳しい経営状況が続くと考えられる。 

  公営企業は、必要な経費を自身の料金収入によって賄わなければならない独立採算

の原則がある。 

  公共水域の水質保全を図る本来の事業目的を達成しつつ、事業の効率性と合理性を

追求し、より一層の経費削減や収入確保に取り組み経営基盤の確立に努められたい。 

  また、今後は、施設の老朽化による更なる投資が課題となるため、ストックマネジ

メント計画に基づき、施設の長寿命化や投資の平準化を図り、安定的に事業を継続で

きるよう努められたい。 
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参考）算定対象会計 

 健全化判断比率及び資金不足比率の算定対象となる会計の区分は、次のとおりである。 

連　　結　　対　　象　　な　　ど

市関連会計等名

一般会計 一般会計

特別会計 旧木津町準財産区特別会計

公営事業会計 国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

駐車場整備事業（想定企業）

公営企業会計 水道事業会計

公共下水道事業会計

一部事務 山城病院組合（病院）

組合・ 山城病院組合（老健）

　広域連合 相楽中部消防組合

相楽郡広域事務組合

木津川市精華町環境施設組合

市町村職員退職手当組合

議会議員公務災害補償等組合

自治会館管理組合

住宅新築資金等貸付事業組合

後期高齢者医療広域連合

京都地方税機構

地方独立行政法人 【該当法人無し】

地方道路公社 【該当公社無し】

土地開発公社 学研都市京都土地開発公社

第３セクター等 木津川市公園都市緑化協会

木津川市緑と文化・スポーツ振興事業団

京都府農業信用基金協会

京都府農業会議

京都信用保証協会

木津川市ボランティア基金

京都府暴力追放運動推進センター

相楽地区ふるさと市町村圏振興事業基金

大阪湾広域臨海環境整備センター

㈱新都市ライフホールディングス

地方公共団体金融機構

財産区 加茂笠置組合（一部事務組合）

旧北村旧兎並村旧里村財産区特別会計

旧加茂町財産区特別会計

旧瓶原村財産区特別会計

旧当尾村財産区特別会計

※１ 山城病院組合の資金不足比率は、山城病院組合により公表（市の資金不足比率対象外）。

※２ 出資団体が所有する債務を保証する契約が無いため、将来負担比率の対象外。

※３ 財産区は別の法人格を持つ団体であり、健全化判断比率の対象外。

健全化判断比率対象会計等一覧表

対 象 と な る 範 囲

普通会計
実
質
赤
字
比
率

法適
実
質
公
債
比
率

資
金
不
足
比
率

法
適

企
業

公
営 ※１

将
来
負
担
比
率

法
人

設
立

財

産

区

に

つ

い

て

（
※

３

）

連
結
実
質
赤
字
比
率

公
営
企
業
以
外
の
会
計

出

資

団

体

に

つ

い

て

（
※

２

）

出
資
法
人

 


